
長崎県消費者被害防止ネットワーク情報

配信日 令和５年８月２８日

災害に便乗した悪質商法
～ 台風シーズンは特に注意 ～

〈 内 容 〉

５日前、高齢の母親宅に事業者から「台風、大雨などで建物の被害がないか調査している」
「家の火災保険で被害の修理ができる」と電話があった。その後、事業者が来訪し、家の周り
を調査後「当社が火災保険の申請をサポートする」「保険金が支払われたら４０％が当社の報
酬になる」と勧誘され、母親はよく理解できないまま契約をしてしまったようだ。実家の建物
に劣化した箇所はあるが台風などでの被害はない。不審なので解約させたい。（５０代 男性）

★ 消費生活センターからのアドバイス

●地震、台風、大雨などの自然災害発生後には、災害に便乗した悪質商法などのトラブルが多
く発生する傾向にあります。「火災保険を使って自己負担なく住宅修理ができる」「保険金が
出るようサポートする」と勧誘する手口について、全国の消費生活センターなどに相談が多
く寄せられています。

●災害の直後だけでなく、過去の災害で被害のあった地域に勧誘を行うケースも見られ、注意
が必要です。

●これからの台風シーズンは特に注意して、トラブルに遭わないために次の点に注意しましょ
う。
①「保険金で自己負担なく工事ができる」と勧誘されても、見積もり通りに保険金が下りると
は限らない。請求期限が迫っているなどの勧誘をうのみにせず、その場ですぐに契約しない
ようにする。
②契約前に必ず契約書を確認し、手数料などの有無や支払い条件を確認する。また、修理が不
要な場合はきっぱり断る。
③保険契約の内容や補償の範囲について書類を確認し、自身が加入している保険会社や保険代
理店に直接相談する。
④経年劣化によって生じた損傷は保険金支払いの対象外。経年劣化による損傷と知りながら、
自然災害などによる損傷と申請すると詐欺罪に問われる可能性もある。うその理由での保険
金請求は、絶対に行わない。

※ おかしいなと思ったら、すぐに家族や警察、最寄りの「消費生活センター」
または「各市町相談窓口」にご相談ください。

★ おかしいと思ったら、一人で悩まず 早めに相談を
長崎県消費生活センター ０９５－８２４－０９９９

[相談受付時間] 平日（月～金曜日） … 午前９時～午後５時（１２時～１３時を除く）

全国共通ダイヤル ☎１８８ （イヤヤ！）

長崎市消費者センター              対馬市消費生活相談所

（０９５－８２９－１２３４）           （０９２０－５２－８３２２）

佐世保市消費生活センター           壱岐市消費生活センター

（０９５６－２２－２５９１）          （０９２０－４８－１１３５）

島原市消費生活センター             五島市消費生活センター

（０９５７－６２－９１００）           （０９５９－７２－６１４４）

諫早市消費生活センター            西海市消費生活センター

（０９５７－２２－３１１３）           （０９５９－３７－０１４５）

大村市消費生活センター               雲仙市消費生活センター

（０９５７―５２―９９９９）           （０９５７―３８－７８３０）

平戸市消費生活センター            南島原市消費生活センター

（０９５０―２２―９１２２）         （０９５７－８２－３０１０）

松浦市消費生活センター

    （０９５６－７２－１８６１）      ※ 各町にも相談窓口があります

警戒情報


